
山梨県ＵＩＪターン促進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨）  

第１条 知事は、県外から本県へのＵＩＪターンによるプロフェッショナル人材の還流

を促進するため、山梨県内の事業者（以下「補助対象事業者」という。）がプロフェ

ッショナル人材の雇い入れを目的として、試用就業を実施する場合、その実施に要す

る経費に対し、予算の範囲内で山梨県ＵＩＪターン促進事業費補助金（以下「補助金」

という。）を交付するものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭

和３８年山梨県規則第２５号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この

要綱の定めるところによる。  

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。  

（１） 山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点 山梨県がプロフェッショナル人材戦

略拠点設置事業費により公益財団法人やまなし産業支援機構に委託し設置した

拠点をいう。 

（２） プロフェッショナル人材 次に掲げる要件を全て満たす者をいう。 

イ 県外の事業所等において１０年以上の事業企画・運営などの実務経験を有する

３０代から５０代の者であり、かつ、補助対象事業者の受入事業所において事業

創出力の強化に繋がるような知識又は技能を習得していること。 

ロ 前職に係る勤務時において、県外に在住しており、試用就業に伴い県内へ移住

すること、又は移住する見込みであること。 

ハ プロフェッショナル人材戦略拠点事業における民間人材ビジネス事業者登録要

領により登録された民間人材ビジネス事業者に求職者登録していること。 

（３） 試用就業 補助対象事業者が、プロフェッショナル人材の正式雇用の採否を判

断するため、当該プロフェッショナル人材との有期雇用契約又は出向契約に基づ

き、受入事業所において就業させること、又は正規雇用後の一定期間、試用のた

め就業させること。 

（補助対象事業者） 

第３条 この事業の補助対象事業者は、山梨県内に事業所を有する中小企業であり、次

に掲げる要件を全て満たす者をいう。  

（１） 資本の額又は出資の総額が３億円（小売業又はサービス業を主たる事業とする

者にあっては５，０００万円，卸売業を主たる事業とする者にあっては１億円）以下の

会社（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または有限会社のいずれか）及び個人

事業者並びに常時使用する社員の数が３００人（小売業を主たる事業とする者にあって

は５０人，卸売業又はサービス業を主たる事業とする者にあっては１００人）以下の会



社（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または有限会社のいずれか）及び個人事

業者であること。 

（２） 山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点による支援を受け、プロフェッショナ

ル人材の試用就業を県内の事業所において実施すること。  

（３） 県税に未納がないこと。 

（４） 山梨県暴力団排除条例（平成２２年山梨県条例第３５号）第２条第１号に規定

する暴力団でないこと及び法人においては役員が、個人事業者においては事業主

が同条第２号に規定する暴力団員でないこと。 

（５） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号） 

第２条第１項及び第５項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、

これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。 

（６） 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする事業者でないこと。  

（補助対象経費等）  

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及

び補助限度額並びに補助の要件は、別表のとおりとする。ただし、補助対象経費に対

し、国又は他の地方公共団体から補助金、助成金等の補助を受けている場合は、この

補助金の交付の対象とはしないものとする。 

（補助金の交付の申請）  

第５条 補助金交付申請書の様式は、別記第１号様式のとおりとする。  

２ 補助金交付申請書には、別記第１号様式において定める書類を添付しなければなら 

ない。  

３ 補助金交付申請書は、試用就業を開始する日の原則１４日前までに提出しなければ

ならない。 ただし、試用就業期間が年度を跨ぎ、かつ、当該試用就業に係る前年度

の交付決定を受けている場合については、年度開始後、直ちに提出するものとする。 

４ 補助対象事業者は、第１項の申請書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕

入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法

（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる

部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方

消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）を減額して交付申請をしなければならない。ただし、申請時において、当該消

費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

（補助金の交付の決定）  

第６条 補助金交付決定通知書の様式は、別記第２号様式のとおりとする。  

２ 知事は、前条第４項の規定により、補助金に係る消費税等仕入控除税額について

減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、

当該消費税等仕入控除税額を減額して交付決定を行うものとする。 



３ 知事は、前条第４項ただし書による交付申請がなされたものについては、補助金

に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うことと

し、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

（補助金の交付条件）  

第７条 規則第６条による補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。  

（１） 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、

変更承認申請書（別記第３号様式）を提出し、知事の承認を受けること。ただし、

補助対象経費の各費目相互間において、いずれか低い額の２０％以内を増減させる

場合又は補助事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であっ

て、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合はこの限りではない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、中止・廃止承認申請書（別記

第４号様式）を提出し、知事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

（補助金の変更交付決定）  

第８条 知事は、規則第６条第１号から第３号までの規定により、補助事業の変更等に

係る決定を通知する場合は、別記第５号様式によるものとする。  

（申請の取下げ）  

第９条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることができるのは、補助金

の交付の決定の日から２０日以内とする。 

（補助事業の実績報告）  

第１０条 実績報告書及びその添付書類の様式は、別記第６号様式のとおりとする。  

２ 補助対象事業者は、前項の規定により実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費

税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告し

なければならない。 

３ 実績報告書は、補助事業の完了の日（中止又は廃止の承認を受けた場合は当該承認

を受けた日）から起算して３０日を経過した日又は補助事業が完了した日が属する年

度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに提出するものとする。  

（補助金の額の確定）  

第１１条 補助金の額の確定通知書の様式は、別記第７号様式のとおりとする。  

（補助金の交付時期）  

第１２条 補助金は、規則第１３条の規定による補助金の額の確定後において交付する

ものとする。  

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１３条 補助対象事業者は、補助事業完了後、申告により、補助金に係る消費税等仕

入控除税額が確定した場合には、別記第８号様式により速やかに、知事に報告しなけ



ればならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部

の返還を命ずるものとする。 

（正規雇用後の継続雇用） 

第１４条 補助対象事業者は、正規雇用したプロフェッショナル人材を県内事業所にお

いて継続して雇用するよう努めなければならない。 

（試用就業期間終了後の状況報告等）  

第１５条 補助対象事業者は、プロフェッショナル人材を正規雇用した日から６ヶ月を

経過した日から起算して３０日以内に、その就業状況等について、別記第９号様式に

より知事に報告しなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象事業者がプロフェッショナル人材を正規雇用し

た日から起算して６ヶ月を経過する日以前に当該プロフェッショナル人材が退職し

た時は、補助対象事業者は、その退職した日から起算して３０日以内に別記第９号様

式により知事に報告しなければならない。  

（検査の実施） 

第１６条 知事は、補助対象事業者に対して、試用就業期間中及び試用就業期間満了後

においても、必要に応じて、プロフェッショナル人材の勤務状況等について報告を求

め、又は現地調査を行うことができるものとする。  

（帳簿、書類等の保管）  

第１７条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、当該補助事業終了の年度の翌年度から

起算して５年間、整備保管しておかなければならない。  

（その他）  

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別

に定める。  

附 則 

この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年３月３１日限り、廃止する。ただし、この要綱に基づき交付決

定された補助金については、この要綱の廃止後も、なおその効力を有する。 

  



別表 補助対象経費等 

補     助 

対 象 経 費 

補助事業を実施するに際して、補助対象事業者が負担するプ

ロフェッショナル人材に係る以下の経費 

① 給与（給料、各種手当、賞与） 

② 移転費用（引越費用等） 

③ 社会保険料の補助対象事業者負担分 

 

※①及び②の経費については、補助対象事業者が定める就業規

則等で支給の根拠が確認できるものに限る。 

補 助 率 
１／２以内 

ただし、千円未満の端数切り捨て 

補 助 限 度 額 
１人の試用就業につき７５万円  

（１社あたり１人を限度） 

補 助 の 要 件 

１ 対象となる試用就業期間は、３ヶ月以内とする。 

２ 補助対象事業者が、プロフェッショナル人材を試用就業期

間満了後に県内事業所において正規雇用とし、又は正規雇用後

の試用就業期間を満了しなければ、補助金の交付対象としない。

ただし、試用就業の対象となるプロフェッショナル人材の責め

に帰する事情によるもの、その他やむを得ない理由があるもの

として知事が認める場合は、この限りでない。 

３ 試用就業を実施する前または実施した後（補助対象事業者

の県内事業所において正規雇用となった場合に限る）にプロフ

ェッショナル人材は県内へ移住しなければならない。ただし、

やむを得ない理由があるものとして知事が認める場合は、この

限りでない。 

 


